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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４．関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資損益は記載しておりません。 

５．第34期の従業員数には、契約社員・常用パートの人数を含めておりません。なお、第34期末の契約社員・常

用パートの人数は100名であります。第35期第1四半期より、実態に応じた記載を行うため、従業員数に含め

て記載しております。 

  

回次 
第35期 

第３四半期 
累計期間 

第35期 
第３四半期 
会計期間 

第34期 

会計期間 

自 平成20年 
４月21日 

至 平成21年 
１月20日 

自 平成20年 
10月21日 

至 平成21年 
１月20日 

自 平成19年 
４月21日 

至 平成20年 
４月20日 

売上高（千円）  5,746,173  1,776,411  7,390,292

経常利益（千円）  60,454  △62,046  74,488

四半期（当期）純利益または純損

失（△）（千円） 
 △219,321  △11,957  9,629

持分法を適用した場合の投資損益

（千円） 
 －  －  －

資本金（千円）  －  566,760  566,760

発行済株式総数（株）  －  7,618,000  7,618,000

純資産額（千円）  －  5,083,316  5,297,705

総資産額（千円）  －  6,813,547  7,245,090

１株当たり純資産額（円）  －  668.91  697.13

１株当たり四半期（当期）純利益

または純損失（△）金額（円） 
 △28.86  △1.57  1.27

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

１株当たり配当額（円）  5  －  10

自己資本比率（％）  －  74.6  73.1

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 272,427  －  385,882

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △46,237  －  △181,563

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △179,493  －  △245,491

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
 －  1,244,571  1,197,874

従業員数（人）  －  423  321



 当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社における異動もありません。  

  

該当事項はありません。 

  

２【事業の内容】 

３【関係会社の状況】 

４【従業員の状況】 

提出会社の状況 

  （注）従来、契約社員・常用パート等の人数については、臨時雇用者の意味合いを有する表現であったため、そ

の平均人数を（ ）外数で記載しておりましたが、第35期第１四半期より、実態に応じた記載を行うた

め、従業員数に含めて記載しております。なお、当第３四半期会計期間末の契約社員・常用パート等の人

員は合計114名であります。 

  

  平成21年１月20日現在

従業員数（人） 423   



第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）施工能力 

 施工用資産であるビケ部材の当社の保有高は次のとおりであります。 

（注） 当社の施工用資産は極めて多種多様にわたり、かつ同種の品目であっても仕様、構造、形式は一様ではありま

せん。このため、保有する主要部材で施工可能な広さを建物の架㎡数で表示しております。 

 ここに主要部材とは、支柱・踏板・布材・ブラケット・ジャッキベースのことであります。 

  

(2）生産実績 

 当第３四半期会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）外注の状況 

 当社は製品の製造及び部品加工の大部分を外注に依存しております。その依存度は、外注費が製造費用に対し当

第３四半期会計期間で34.5％を占めております。 

 なお、主な外注先は、株式会社山本興業、株式会社西川製作所、株式会社カワモト等であります。 

  

(4）商品仕入実績 

 当第３四半期会計期間の商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は仕入価格によります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品目別 
当第３四半期会計期間 

（自 平成20年10月21日 
至 平成21年１月20日） 

前年同期比（％） 

施工能力数（千平方メートル）  1,274  －

品目別 
当第３四半期会計期間 

（自 平成20年10月21日 
至 平成21年１月20日） 

前年同期比（％） 

ビケ部材（千円）  364,632  －

一般仮設（千円）  191,723  －

合計（千円）  1,016,895  －

品目別 
当第３四半期会計期間 

（自 平成20年10月21日 
至 平成21年１月20日） 

前年同期比（％） 

ビケ部材（千円）  29,792  －

一般仮設（千円）  10,916  －

合計（千円）  40,708  －



(5）受注状況 

 当第３四半期会計期間の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．受注高は出荷額をベースに記載しております。 

２．施工売上、その他売上は受注生産ではありませんので、該当事項はありません。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(6）販売実績 

 当第３四半期会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品目別 受注高（千円） 
前年同期比 

（％） 
受注残高（千円） 

前年同期比 
（％） 

製品 
ビケ部材  102,657  －  1,578  －

一般仮設  46,896  －  140  －

商品 
ビケ部材  17,484  －  375  －

一般仮設  18,416  －  13,537  －

合計  185,455  －  15,631  －

品目別 
当第３四半期会計期間 

（自 平成20年10月21日 
至 平成21年１月20日） 

前年同期比（％） 

足場施工（千円）  1,288,344  －

製品 

ビケ部材（千円）  140,530  －

一般仮設（千円）  222,092  －

計（千円）  362,623  －

商品 

ビケ部材（千円）  17,563  －

一般仮設（千円）  9,952  －

計（千円）  27,515  －

外装施工（千円）  72,946  －

その他（千円）  24,982  －

合計（千円）  1,776,411  －



 当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

２【経営上の重要な契約等】 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 
  
(1) 経営成績の分析  

 第３四半期会計期間（平成20年10月21日から平成21年1月20日までの３ヶ月間）におけるわが国の経済は、世界

規模での金融市場の混乱が実体経済へ大きな影響を及ぼし、円相場の急騰や株価の大幅な下落により、企業収益

の減少、設備投資の減退、雇用への先行き不安、個人消費の落ち込みなど、景気は急速に悪化しました。 

 このような情勢の中で、当社に関連の深い建設・住宅業界におきましても、住宅取得を手控える動きが強まる

など厳しい受注環境が続いております。 

 当社におきましては、リフォームや中層物件への受注機会の拡大を図るために積極的な営業展開を行い、品質

を重視した製品・サービスの提供に努めてまいりました。また、取引先と共同して新製品を開発・生産し、市場

に供給しております。さらに、提携会社で構成されるビケグループの中核会社として、グループビジネスの強化

とビケ事業の活性化を図り、グループシェアの拡大に力を注いでまいりました。 

 しかしながら、12月・1月度の売上高が前年を下回ったことと、年金資産の運用実績悪化による退職給付費用を

46百万円追加計上したことにより、当第３四半期会計期間の売上高は1,776百万円、営業損失は59百万円、経常損

失は62百万円、四半期純損失は11百万円となりました。 

  

(2) 財政状態の分析 

 当第３四半期会計期間末の総資産は、6,813百万円となり、前事業年度末と比べ431百万円減少いたしました。

この主な要因は、たな卸資産の減少124百万円、未収入金の減少62百万円、賃貸用仮設材の減少51百万円、投資有

価証券の減少100百万円、繰延税金資産の減少55百万円等によるものであります。 

 負債合計は、1,730百万円となり、前事業年度末と比べ217百万円減少いたしました。この主な要因は、支払手

形及び買掛金の減少299百万円、未払法人税等の増加28百万円、賞与引当金の減少40百万円、長期借入金の減少

103百万円、退職給付引当金の増加171百万円等によるものであります。 

 純資産合計は、5,083百万円となり、前事業年度末と比べ214百万円減少いたしました。この主な要因は、利益

剰余金の減少295百万円、その他有価証券評価差額金の増加80百万円等によるものであります。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物は、第２四半期会計期間末と比較して107百万円減少の

1,244百万円となりました。  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権減少額94百万円、退職給付引当金の増加額57百万円、減価償

却費34百万円等がある一方、税引前四半期純損失28百万円、仕入債務減少額118百万円、賞与引当金の減少額35百

万円等により0.9百万円の支出となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出35百万円等により33百万円の支出とな

りました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出34百万円、配当金支払額38百万円により

72百万円の支出となりました。 

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

  

(5) 研究開発活動 

 当第３四半期会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は7百万円であります。 

 なお、当第３四半期会計期間における当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営成績の現状と見直し 

 当第３四半期会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。 

  



(1）主要な設備の状況 

 当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。  

  

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

第３【設備の状況】 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  26,000,000

計  26,000,000

種類 
第３四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成21年１月20日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年３月４日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  7,618,000  7,618,000
㈱大阪証券取引所 

（市場第二部） 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単

元株式数は100株であ

ります。 

計  7,618,000  7,618,000 － － 

（２）【新株予約権等の状況】 

（３）【ライツプランの内容】 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成20年10月21日～

平成21年1月20日 
 －  7,618,000  －  566,760  －  649,860

（５）【大株主の状況】 

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。  

  



当第３四半期会計期間の末日現在の「議決権の状況」 については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成20年10月20日）に基づく株主名簿による記載をし

ております。 

①【発行済株式】 

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。 

   ２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。 

     また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。  

  

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、株式会社大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

（６）【議決権の状況】 

  平成21年１月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  18,600 － 単元株式数100株 

完全議決権株式（その他） 普通株式  7,598,700  75,987 同上 

単元未満株式 普通株式  700 － 
１単元（100株）未満の

株式 

発行済株式総数  7,618,000 － － 

総株主の議決権 －  75,987 － 

  平成21年１月20日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

（株）ダイサン 
大阪市中央区南本町２

丁目６番１２号 
 18,600  －  18,600  0.24

計 －  18,600  －  18,600  0.24

２【株価の推移】 

月別 
平成20年

５月 
６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

平成21年
１月 

最高（円）  305  309  295  325  250  245  223  250  275

最低（円）  277  277  270  221  190  161  180  200  220

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  



第５【経理の状況】 

１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、当第３四半期会計期間（平成20年10月21日から平成21年１月20日まで）及び当第３四半期累計期間（平成20

年４月21日から平成21年１月20日まで）に係る四半期財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則６条第１項第５号ただし書きにより、

改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間（平成20年10月21日から平成

21年１月20日まで）及び当第３四半期累計期間（平成20年４月21日から平成21年１月20日まで）に係る四半期財務諸

表について、霞が関監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

  



１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年１月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,244,571 1,197,874

受取手形及び売掛金 1,737,161 ※3  1,737,322

たな卸資産 ※1  487,604 ※1  612,057

その他 535,027 659,592

貸倒引当金 △38,823 △17,240

流動資産合計 3,965,542 4,189,605

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,750,783 1,750,783

その他（純額） ※2  490,448 ※2  524,767

有形固定資産合計 2,241,232 2,275,551

無形固定資産 64,378 81,781

投資その他の資産   

その他 590,167 750,531

貸倒引当金 △47,773 △52,379

投資その他の資産合計 542,394 698,152

固定資産合計 2,848,004 3,055,484

資産合計 6,813,547 7,245,090

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 600,907 ※3  900,488

1年内返済予定の長期借入金 138,000 138,000

未払法人税等 28,052 －

賞与引当金 77,146 117,369

その他 364,630 337,599

流動負債合計 1,208,736 1,493,456

固定負債   

長期借入金 236,000 339,500

退職給付引当金 193,694 21,727

役員退職慰労引当金 91,800 92,700

固定負債合計 521,494 453,927

負債合計 1,730,230 1,947,384



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年１月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 566,760 566,760

資本剰余金 649,860 649,860

利益剰余金 3,869,721 4,165,036

自己株式 △5,443 △5,443

株主資本合計 5,080,898 5,376,212

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,418 △78,506

評価・換算差額等合計 2,418 △78,506

純資産合計 5,083,316 5,297,705

負債純資産合計 6,813,547 7,245,090



（２）【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月21日 
 至 平成21年１月20日) 

売上高 5,746,173

売上原価 4,628,571

売上総利益 1,117,602

販売費及び一般管理費 ※  1,064,445

営業利益 53,156

営業外収益  

受取利息 653

受取配当金 8,212

受取賃貸料 5,735

その他 8,279

営業外収益合計 22,880

営業外費用  

支払利息 6,106

その他 9,476

営業外費用合計 15,583

経常利益 60,454

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,666

役員退職慰労引当金戻入額 5,100

その他 322

特別利益合計 8,088

特別損失  

投資有価証券評価損 235,867

その他 340

特別損失合計 236,207

税引前四半期純損失（△） △167,664

法人税、住民税及び事業税 51,290

法人税等調整額 366

法人税等合計 51,656

四半期純損失（△） △219,321



【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月21日 
 至 平成21年１月20日) 

売上高 1,776,411

売上原価 1,482,105

売上総利益 294,305

販売費及び一般管理費 ※  353,479

営業損失（△） △59,173

営業外収益  

受取利息 109

受取配当金 514

受取賃貸料 2,152

その他 1,306

営業外収益合計 4,083

営業外費用  

支払利息 1,873

リース解約損 2,120

その他 2,961

営業外費用合計 6,956

経常損失（△） △62,046

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,313

投資有価証券評価損戻入益 31,306

その他 310

特別利益合計 33,930

特別損失  

その他 340

特別損失合計 340

税引前四半期純損失（△） △28,455

法人税、住民税及び事業税 △15,806

法人税等調整額 △691

法人税等合計 △16,498

四半期純損失（△） △11,957



（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月21日 
 至 平成21年１月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △167,664

減価償却費 100,132

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,976

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,222

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 171,966

投資有価証券評価損益（△は益） 235,867

受取利息及び受取配当金 △8,865

支払利息 6,106

売上債権の増減額（△は増加） △15,380

たな卸資産の増減額（△は増加） 176,089

仕入債務の増減額（△は減少） △291,439

その他 28,402

小計 211,068

利息及び配当金の受取額 8,865

利息の支払額 △6,051

法人税等の支払額 △38,702

法人税等の還付額 97,247

営業活動によるキャッシュ・フロー 272,427

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △52,100

貸付けによる支出 △4,800

貸付金の回収による収入 12,561

その他 △1,898

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,237

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △103,500

配当金の支払額 △75,993

財務活動によるキャッシュ・フロー △179,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,697

現金及び現金同等物の期首残高 1,197,874

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,244,571



【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月21日 
至 平成21年１月20日） 

会計処理基準に関する事項の

変更 

(1) 施工原価と販売費及び一般管理費の

計上基準の変更 

 施工現場に係る経費についてはレンタ

ル原価として計上してまいりましたが、

第１四半期会計期間より、従来のレンタ

ル原価に加えて、施工部における人件費

及び経費等について施工原価として計上

することにしました。 

 これは、組織改編に伴い、その実態に

見合う各部門部署の業績及びコスト管理

に繋げていくためであります。 

 この変更により、従来の方法と比べ

て、当第３四半期累計期間の売上原価が

739,154千円増加し、販売費及び一般管理

費が同額減少しております。 

  (2) 棚卸資産の評価に関する会計基準の

適用  

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成18年７月５

日 企業会計基準第９号）を第１四半期

会計期間から適用し、評価基準について

は、原価法（取得原価基準）から原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。 

 この変更による営業利益、経常利益及

び税引前四半期純損失への影響はありま

せん。 



  

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月21日 
至 平成21年１月20日） 

  (3) リース取引に関する会計基準の適用

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりまし

たが、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する事業年度に係

る四半期財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、第１四半期会計期間

から同会計基準及び同適用指針を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 この変更による営業利益、経常利益及

び税引前四半期純損失への影響はありま

せん。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度

前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を引き続き採用

しております。 



  

当第３四半期累計期間（自 平成20年４月21日 至 平成21年１月20日） 

 該当事項はありません。 

  

【簡便な会計処理】 

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月21日 
至 平成21年１月20日） 

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法 

 貸倒実績率等が前事業年度末に算定した

ものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率を使用して

貸倒見積額を算定しております。 

２．棚卸資産の評価方法  当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出

に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年

度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方

法により算定する方法によっております。

  また、棚卸資産の簿価切下げに関して、

収益性の低下が明らかなものについてのみ

正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う

方法によっております。 

３．法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の算

定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、

加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定する方法によっております。

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

ては、前事業年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化が

ないと認められるので、前事業年度におい

て使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっておりま

す。 

４．原価差異の配賦方法  標準原価を適用しているために原価差異

が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と

売上原価への配賦を年度決算と比較して簡

便的に実施する方法によっております。 

５．固定資産の減価償却費の

算定方法 

 定率法を採用している資産については、

事業年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定する方法によっております。 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

【追加情報】 

  

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月21日 

至 平成21年１月20日） 

 平成20年度の法人税法改正による法定耐用年数の変更に

伴い、当社は第１四半期会計期間より機械及び装置につい

て耐用年数の変更を行っております。 

 なお、上記耐用年数の変更による損益に与える影響は軽

微であります。 



  

  

  

【注記事項】 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成21年１月20日） 

前事業年度末 
（平成20年４月20日） 

※１ たな卸資産の内訳 ※１ たな卸資産の内訳 

商品及び製品 千円355,086

仕掛品 千円55,351

原材料及び貯蔵品 千円77,166

計 千円487,604

商品及び製品 千円376,289

仕掛品 千円112,163

原材料及び貯蔵品 千円123,603

計 千円612,057

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円

であります。 

1,617,027 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、1,537,798千円

であります。 

  ────────── ※３ 期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。期末日満期日手形の金

額は次のとおりであります。            

      

      

受取手形 千円4,160

支払手形 千円52,502

（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月21日 

至 平成21年１月20日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主なものは次のとおりで

あります。 

給与手当 千円342,233

賞与引当金繰入額 千円36,429

役員退職慰労引当金繰入額 千円5,100

貸倒引当金繰入額 千円41,197

当第３四半期会計期間 
（自 平成20年10月21日 

至 平成21年１月20日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主なものは次のとおりで

あります。 

給与手当 千円112,074

賞与引当金繰入額 千円31,360

役員退職慰労引当金繰入額 千円1,700

貸倒引当金繰入額 千円11,751

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月21日 

至 平成21年１月20日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

（平成21年１月20日現在）

  

現金及び預金勘定 1,244,571千円 

現金及び現金同等物 1,244,571千円 



 当第３四半期会計期間末（平成21年１月20日）及び当第３四半期累計期間（自 平成20年４月21日 至 平成21

年１月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

配当金支払額 

  

  

 当第３四半期会計期間末（平成21年１月20日） 

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期会計期間末（平成21年１月20日） 

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期会計期間（自 平成20年10月21日 至 平成21年１月20日）及び当第３四半期累計期間（自 平

成20年４月21日 至 平成21年１月20日） 

 該当事項はありません。 

  

（株主資本等関係） 

株式の種類 当第３四半期会計期間末株式数（株） 

普通株式  7,618,000

株式の種類 当第３四半期会計期間末株式数（株） 

普通株式  18,640

  
（決議） 

株式の種類
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年７月９日 

定時株主総会 
普通株式  37  5 平成20年４月20日 平成20年７月10日 利益剰余金 

平成20年11月６日 

取締役会 
普通株式  37  5 平成20年10月20日 平成21年１月16日 利益剰余金 

（有価証券関係） 

（デリバティブ取引関係） 

（持分法損益等） 

（ストック・オプション等関係） 

 当第３四半期会計期間（自 平成20年10月21日 至 平成21年１月20日） 

 該当事項はありません。 

  



１．１株当たり純資産額 

  

２．１株当たり四半期純損失金額等 

 （注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期会計期間（自 平成20年10月21日 至 平成21年１月20日）及び当第３四半期累計期間（自 平

成20年４月21日 至 平成21年１月20日） 

 リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期会計期間におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて

著しい変動が認められないため、記載しておりません。 

  

平成20年11月６日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。 

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・37百万円 

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・5円00銭 

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・平成21年１月16日 

（注）平成20年10月20日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。 

  

  

（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間末 
（平成21年１月20日） 

前事業年度末 
（平成20年４月20日） 

１株当たり純資産額 668.91円 １株当たり純資産額 697.13円

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月21日 

至 平成21年１月20日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成20年10月21日 

至 平成21年１月20日） 

１株当たり四半期純損失金額 28.86円 １株当たり四半期純損失金額 1.57円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月21日 
至 平成21年１月20日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成20年10月21日 

至 平成21年１月20日） 

四半期純損失（千円）  219,321  11,957

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純損失（千円）  219,321  11,957

期中平均株式数（千株）  7,599  7,599

（重要な後発事象） 

（リース取引関係） 

２【その他】 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
 該当事項はありません。 

  



  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年３月２日

株式会社ダイサン 

取締役会 御中 

霞が関監査法人 

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 藤本 勝美  印 

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 野村 利宏  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ダイサ

ンの平成20年４月21日から平成21年４月20日までの第35期事業年度の第３四半期会計期間（平成20年10月21日から平成21

年１月20日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年４月21日から平成21年１月20日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ダイサンの平成21年１月20日現在の財政状態、同日をもって終了する

第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

  追記情報 

 会計処理基準に関する事項の変更に記載されているとおり、会社は従来、施工現場に係る経費についてはレンタル原価

として計上していたが、第１四半期会計期間より、レンタル原価に加えて、施工部における人件費及び経費等について施

工原価として計上する方法に変更している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四

半期財務諸表に添付する形で別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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